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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　片持ち支持されて所定の羽ばたき動作を行う翼部材と、当該翼部材を動作させる翼動作
機構と、当該翼動作機構による前記翼部材の動作を制御する制御装置とを備えた羽ばたき
ロボットにおいて、
　前記翼動作機構は、前記翼部材の基端側の前部に上下方向の動力を伝達する前方動力伝
達手段と、前記翼部材の基端側の後部に上下方向の動力を伝達する後方動力伝達手段とを
備え、
　前記前方動力伝達手段は、前記翼部材の基端側の前部に取り付けられて捩り回転可能な
前側アームと、前記制御装置によって駆動制御され、前記前側アームを上下方向に揺動さ
せる前側駆動装置とを備え、
　前記後方動力伝達手段は、前記翼部材の基端側の後部に連なって設けられた連設部材と
、この連設部材の支持位置と支持姿勢を可変に当該連設部材を支持する後側アームと、前
記制御装置によって駆動制御され、前記後側アームを上下方向に揺動させる後側駆動装置
とを備え
　前記制御装置は、前記翼部材を上下に動かすフラッピング運動と前記翼部材を傾けるフ
ェザリング運動を行えるように、前記前方動力伝達手段と前記後方動力伝達手段による動
力の伝達をそれぞれ独立して制御可能に設けられることを特徴とする羽ばたきロボット。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記フラッピング運動を行う際に、前記前方動力伝達手段と前記後方



(2) JP 5857658 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

動力伝達手段による動力の伝達が同一の状態で行われるように前記翼動作機構を制御する
一方、前記フェザリング運動を行う際に、前記前方動力伝達手段と前記後方動力伝達手段
による動力の伝達が異なる状態で行われるように前記翼動作機構を制御することを特徴と
する請求項１記載の羽ばたきロボット。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記翼部材の打ち下ろし時に前記フラッピング運動を行わせ、且つ、
前記翼部材の打ち上げ時に前記フェザリング運動を行わせるように前記翼動作機構を制御
することを特徴とする請求項１又は２記載の羽ばたきロボット。
【請求項４】
　前記制御装置では、前記前側アーム及び前記後側アームの上下動の可動範囲を変えるよ
うに、前記前側駆動装置及び前記後側駆動装置を制御することで、前記フラッピング運動
時の前記翼部材の振幅を調整可能に設けられていることを特徴とする請求項１、２又は３
記載の羽ばたきロボット。
【請求項５】
　前記制御装置では、前記前側アーム及び前記後側アームの上下動の可動状態の差を変え
るように、前記前側駆動装置及び前記後側駆動装置を制御することで、前記フェザリング
運動時の前記翼部材の傾き角度を調整可能に設けられていることを特徴とする請求項１～
４の何れかに記載の羽ばたきロボット。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は羽ばたきロボットに係り、更に詳しくは、昆虫や鳥のような羽ばたき状態を得
ることのできる羽ばたきロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、災害現場の偵察等、陸上車両でアクセスできない環境の遠隔監視を目的とした小
型の無人飛翔体の研究開発が盛んに行われている。この無人飛翔体としては、航空機のよ
うな固定翼型やヘリコプターのような回転翼型の他に、昆虫や鳥のような動作をする羽ば
たき型のものがある。中でも、羽ばたき型のものは、静止飛行や急旋回等、高い機動能力
を有する究極の無人飛翔体の姿として、実現に大きな期待が寄せられている。
【０００３】
　ところで、特許文献１には、翼を上下に動かすフラッピング運動と、翼を傾けるフェザ
リング運動とを可能にした羽ばたき飛行機が開示されている。この羽ばたき飛行機は、フ
ラッピング振動とフェザリング振動の２自由度で連成共振振動する翼振動系からなる翼を
有し、当該翼振動系は、加振手段と減衰手段を備え、当該減衰手段の減衰係数を調整する
ことで、翼のフラッピング振動振幅及びフェザリング振動振幅を独立に変更可能となって
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８７９７７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１の羽ばたき飛行機にあっては、フラッピング振動とフェ
ザリング振動が、共振モードの範囲内でしか実現できず、翼の動作が限定的になるという
不都合がある。また、減衰係数と飛行効果との関係が不明であることから、所望の飛行を
行うための減衰係数の調整が難しいという不都合もある。
【０００６】
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　本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、装置構成
を小型軽量化しつつ、所望となる数多くの態様のフラッピング運動やフェザリング運動を
簡単に行うことができる羽ばたきロボットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明は、主として、片持ち支持されて所定の羽ばたき動作
を行う翼部材と、当該翼部材を動作させる翼動作機構と、当該翼動作機構による前記翼部
材の動作を制御する制御装置とを備えた羽ばたきロボットにおいて、
　前記翼動作機構は、前記翼部材の基端側の前部に上下方向の動力を伝達する前方動力伝
達手段と、前記翼部材の基端側の後部に上下方向の動力を伝達する後方動力伝達手段とを
備え、
　前記制御装置は、前記翼部材を上下に動かすフラッピング運動と前記翼部材を傾けるフ
ェザリング運動を行えるように、前記前方動力伝達手段と前記後方動力伝達手段による動
力の伝達をそれぞれ独立して制御可能に設けられる、という構成を採っている。
【０００８】
　なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「前」、「後」は、特に明示しない限り
、羽ばたきロボットの空中での進行方向における「前」、「後」を意味する。また、「左
」、「右」は、特に明示しない限り、図１における「左」、「右」を意味する。更に、「
上」、「下」は、羽ばたきロボットの上昇・下降方向における「上」、「下」、すなわち
、図２における「上」、「下」を意味する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、翼部材の内部に当該翼部材を変位させるための機構を設ける必要がな
く、また、一つの駆動手段を分配するためのクランク機構等の複雑な機構が不要になり、
装置全体の小型化及び軽量化を実現することができる。しかも、前方動力伝達手段と後方
動力伝達手段による動力の伝達をそれぞれ独立して制御することで、フラッピング運動と
フェザリング運動とが行え、所望となる数多くの態様のフラッピング運動やフェザリング
運動を簡単に行うことができる。
【００１０】
　特に、翼部材の打ち下ろし時にフラッピング運動を行わせることで、翼部材の揚力をよ
り大きくすることができ、翼部材の打ち上げ時にフェザリング運動を行わせることで、翼
部材のダウンフォースをより小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る羽ばたきロボットの概略平面図。
【図２】前記羽ばたきロボットを前方（図１中上方）から見た概略正面図。
【図３】左サイド部を示す図１の要部拡大図。
【図４】図３のＡ－Ａ線に沿う断面図。
【図５】図３のＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図６】図３のＣ－Ｃ線に沿う断面図。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）は、フェザリング運動時のアームの動作を説明するための図６と
同様の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　図１には、本実施形態に係る羽ばたきロボットの概略平面図が示され、図２には、前記
羽ばたきロボットを図１中上方となる前方から見た概略正面図が示されている。これらの
図において、羽ばたきロボット１０は、左右一対の翼部材１１，１１と、翼部材１１を動
作させる翼動作機構１２と、翼動作機構１２による翼部材１１の動作を制御する制御装置
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１４とを備えている。
【００１４】
　前記翼部材１１，１１は、左右共に同一の構成となっており、それら各一端側が翼動作
機構１２に片持ち支持され、翼動作機構１２の作動によって、当該一端側を基端側とした
羽ばたき運動を行うようになっている。具体的に、翼部材１１，１１は、羽ばたき運動と
して、翼部材１１，１１を上下に動かすフラッピング運動と、翼部材１１，１１を傾ける
（捩る）フェザリング運動とを行えるようになっている。また、詳細な図示を省略してい
るが、本実施形態の翼部材１１は、線材によって骨格部分が形成され、当該骨格部分にシ
ート材を貼付けることで横長の面状に形成されている。なお、翼部材１１は、その自由端
側となる先端側から基端側に広がる面状部分を有する限りにおいて、種々の形状及び構成
を採用することができる。
【００１５】
　前記翼動作機構１２は、左側の翼部材１１を動作させるための左サイド部１６と、右側
の翼部材１１を動作させるための右サイド部１７と、これら左右両サイド部１６，１７を
支持する板状のベース１８とからなる。左サイド部１６と右サイド部１７は、相互に同一
の構成となっており、ベース１８上に左右対称に配置されている。なお、以下においては
、左サイド部１６についてのみ構造の詳細な説明を行い、右サイド部１７については、左
サイド部１６と同一若しくは同等の構成部分に同一符号を用いて説明を省略する。
【００１６】
　前記左サイド部１６は、図３及び図４に示されるように、翼部材１１の基端側の前部１
１Ａに上下方向の動力を伝達する前方動力伝達手段２０と、翼部材１１の基端側の後部１
１Ｂに上下方向の動力を伝達する後方動力伝達手段２１とにより構成されている。
【００１７】
　前方動力伝達手段２０は、図３、図４及び図５に示されるように、ベース１８に固定さ
れた前側駆動装置としての前側モータ２４と、前側モータ２４の駆動によって上下方向に
揺動可能に設けられた前側アーム２５とを備えている。
【００１８】
　前側アーム２５は、前側モータ２４から翼部材１１に向かって延びる形状となっており
、前側モータ２４に接続された第１の前側接続部材２６と、第１の前側接続部材２６と翼
部材１１との間を接続する第２の前側接続部材２７とからなる。
【００１９】
　第１の前側接続部材２６は、その一端側が前側モータ２４の回転軸２４Ａに固定されて
おり、前側モータ２４の正逆回転により、他端側を自由端側とした上下動が可能となる。
【００２０】
　第２の前側接続部材２７は、その一端側が第１の前側接続部材２６の他端側にピン等の
締結具Ｐにより回転可能に接続されるとともに、他端側が翼部材１１の基端側の前部１１
Ａに固定されている。具体的に、第２の前側接続部材２７は、第１の前側接続部材２６に
対し締結具Ｐを中心として回転可能となるように接続されている。従って、前側アーム２
５は、第１及び第２の前側接続部材２６，２７の接続部分において捩り回転可能となって
いる。なお、特に限定されるものではないが、本実施形態の第２の前側接続部材２７は、
翼部材１１に対して着脱自在になるように、ねじやリベット等の締結具Ｂによって取り付
けられている。
【００２１】
　前記後方動力伝達手段２１は、図３、図４及び図６に示されるように、翼部材１１の基
端側の後部１１Ｂに連なって後方に延びる棒状の連設部材２８と、ベース１８に固定され
た後側駆動装置としての後側モータ２９と、後側モータ２９の駆動によって上下方向に揺
動可能に設けられた後側アーム３０とにより構成されている。
【００２２】
　後側アーム３０は、後側モータ２９から翼部材１１に向かって延び、後側モータ２９に
接続された後側接続部材３２と、後側接続部材３２の他端側に固定された球面滑り軸受３
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３とからなる。
【００２３】
　後側接続部材３２は、その一端側が後側モータ２９の回転軸２９Ａに固定されており、
後側モータ２９の正逆回転により、他端側を自由端側とした上下動が可能となる。
【００２４】
　球面滑り軸受３３は、後側接続部材３２の他端側に固定されており、連設部材２８の支
持位置と支持姿勢を可変に連設部材２８を支持するようになっている。すなわち、連接部
材２８は、球面滑り軸受３３に挿通されており、球面滑り軸受３３に対する連接部材２８
の延出方向の移動と、球面滑り軸受３３における連設部材２８の支点を中心とした旋回運
動とが許容された状態で、球面滑り軸受３３に支持されている。
【００２５】
　なお、本実施形態では、前側モータ２４及び後側モータ２５として、ボイスコイルモー
タが用いられているが、本発明はこれに限定されるものではなく、後述する作用を奏する
限りにおいて、種々の駆動装置を用いることができる。
【００２６】
　前記制御装置１４は、ソフトウェア及び／又はハードウェアによって構成され、プロセ
ッサ等、複数のプログラムモジュール及び／又は処理回路より成り立っている。この制御
装置１４では、図示省略した入力手段による入力、及び／又は、予め記憶されたプログラ
ムに基づいて、前側モータ２４及び後側モータ２９への各指令電圧が制御され、左右の翼
部材１１，１１のフラッピング運動とフェザリング運動が選択的若しくは複合的に行われ
る。また、フラッピング運動時における翼部材１１の上下動作量（振幅）やフェザリング
運動時における翼部材１１の傾き角度（仰角）の大きさについても、所望の大きさになる
ように制御可能になっている。
【００２７】
　次に、本実施形態における羽ばたきロボット１０の動作について説明する。
【００２８】
　例えば、単純なフラッピング運動を行う場合には、制御装置１４によって、前側モータ
２４及び後側モータ２９への時間に対する指令電圧が、相互に同一位相で且つ同一振幅と
なる周期的な電圧波形の状態に制御され、前側モータ２４及び後側モータ２９は、同一の
駆動状態、すなわち、駆動タイミング、駆動速度、駆動範囲がそれぞれ同一となるように
、繰り返し正逆回転することになる。このとき、前側アーム２５と後側アーム３０の各先
端側は、前側モータ２４及び後側モータ２９から同一の状態で動力が伝達され、相互に同
一の高さ位置（上下位置）で上下に連動する。ここで、前側アーム２５の先端側は、翼部
材１１の基端側の前部１１Ａに接続されているとともに、後側アーム３０の先端側は、翼
部材１１の基端側の後部１１Ｂに接続されている。このため、前側アーム２５と後側アー
ム２９が同一の動作をすることにより、翼部材１１は、同じ姿勢を保ったまま上下に繰り
返し動作することになる。なお、フラッピング運動の振幅、すなわち、翼部材１１の上下
動の範囲を変更する場合には、制御装置１４で前側モータ２４及び後側モータ２９への指
令電圧の振幅を変更し、前側アーム２５及び後側アーム３０の上下動の可動範囲を変えれ
ば良い。
【００２９】
　また、フェザリング運動を行う場合には、制御装置１４によって、前側モータ２４及び
後側モータ２９への時間に対する指令電圧が、相互に位相のずれている周期的な電圧波形
の状態に制御され、前側モータ２４及び後側モータ２９は、それぞれ駆動のタイミングが
ずれた状態で繰り返し正逆回転することになる。このとき、前側アーム２５と後側アーム
３０の各先端側は、前側モータ２４及び後側モータ２９から異なる状態で動力が伝達され
、それぞれ独自のタイミングで上下動することになる。ここで、前側アーム２５は、その
途中で捩り回転が可能になっており、後側アーム３０は、図７に示されるように、前球面
滑り軸受３３によって連設部材２８の位置及び姿勢が可変になっているため、前側アーム
２５と後側アーム３０の動作に応じて翼部材１１に前後の傾きを生じさせることになる。
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なお、翼部材１１の傾き角度の調整は、前側モータ２４及び後側モータ２９への指令電圧
の位相のずれと振幅の調整によって行われる。
【００３０】
　ここで、本発明者らの実験研究の結果、翼部材１１を打ち下ろす際に生じる揚力は、前
側モータ２４及び後側モータ２９への指令電圧に位相差を設けない場合が最大となり、翼
部材１１を打ち上げる際に生じるダウンフォースは、前側モータ２４及び後側モータ２９
への指令電圧の位相差が大きい程減少し、当該位相差が所定値（例えば、４５ｄｅｇ）以
上になると、ダウンフォースが揚力に比べほぼ無視できる程度になることを知見した。従
って、羽ばたきロボット１０の飛行時において、翼部材１１を打ち下ろす際には、前側モ
ータ２４及び後側モータ２９への指令電圧の位相差及び振幅を同一にしたフラッピング運
動を行わせ、翼部材１１を打ち上げる際には、前側モータ２４及び後側モータ２９への指
令電圧の位相差をある程度以上にしたフェザリング運動を行わせるように、前側モータ２
４及び後側モータ２９の駆動を制御することが好ましい。
【００３１】
　例えば、翼部材１１が最上点にあるときには、図４に示されるように、前側アーム２５
の先端側と後側アーム３０の先端側を同じ高さ位置（上下位置）にして、翼部材１１を水
平状態にする。そして、前側モータ２４と後側モータ２９が同一速度で回転駆動すること
により、前側アーム２５と後側アーム３０の各先端側が同一速度で下降し、翼部材１１は
、水平状態を保ったまま最上点から最下点まで移動する。その後、当該最下点から翼部材
１１を上昇させる際には、先ず、後側モータ２９を停止させた状態で、前側モータ２４の
みが前述と逆方向に駆動し、前側アーム２５の先端側が上昇し（図７（Ａ）参照）、翼部
材１１の前側が上向きに傾くように動作する。そして、前側アーム２５の先端側が最上点
に移動すると、前側モータ２４の駆動を停止させ、後側モータ２９が翼部材１１の下降時
と逆方向の駆動を開始する。これにより、後側アーム３０の先端側が上昇し（図７（Ｂ）
参照）、翼部材１１の後側が上方に持ち上げられ、翼部材１１の傾き角度が次第に減少す
る。そして、後側アーム３０の先端側が、前側アーム２５の先端側と同じ高さ位置の最上
点に移動し、翼部材１１が水平状態になると、前述した翼部材１１の下降動作が行われる
。以上で説明した動作が繰り返し行われることで、翼部材１１が継続的な羽ばたき動作を
することになる。
【００３２】
　なお、前側モータ２４及び後側モータ２９への指令電圧の制御は、前述の例示に限定さ
れるものでなく、制御装置１４による指令を任意に設定することによって、種々の態様を
採用することができる。
【００３３】
　また、左サイド部１６と右サイド部１７とにおいて、各モータ２４，２９の制御を同一
にし、左右の翼部材１１，１１の羽ばたき動作を合わせる他、各モータ２４，２９の制御
を左右で変えることで、左右の翼部材１１，１１の羽ばたき動作を相違させることもでき
る。
【００３４】
　その他、本発明における装置各部の構成は図示構成例に限定されるものではなく、実質
的に同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　羽ばたきロボット
　１１　翼部材
　１１Ａ　前部
　１１Ｂ　後部
　１２　翼動作機構
　１４　制御装置
　２０　前方動力伝達手段
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　２１　後方動力伝達手段
　２４　前側モータ（前側駆動装置）
　２５　前側アーム
　２８　連設部材
　２９　後側モータ（後側駆動装置）
　３０　後側アーム

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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